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第１第１第１第１ 総則総則総則総則    １ 用語の定義  図表１－１ 用語の定義 項目 内容 本事業 まほろば健康パーク整備運営事業 既存公園 現在供用されているまほろば健康パーク 事業用地 「第１、８ 事業用地」に示す、既存公園の約２.３ｈａと新たな拡張区域約８.５ｈａをあわせた約１０.８ｈａの区域 事業期間 設計・建設から、開業準備、維持管理及び運営期間の令和６年１月から令和２４年３月 セルフモニタリング 事業者による業務に対するモニタリング 機能 目的又は要求に応じてものが発揮する役割 性能 目的又は要求に応じてものが発揮する能力 劣化 物理的、化学的及び生理的要因により、ものの性能が低下すること。ただし、地震や火災等の災害によるものは除く 保全 本施設の建築物等の全体又は部分の機能及び性能を使用目的に適合するようにすること 点検 本施設の建築物等の建築状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べること 保守 本施設の建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業 補修 部分的に劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えること 修繕 劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状（初期の水準）又は実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え及び大規模な修繕を除く 
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２ 本「要求水準書」の位置づけ 本「要求水準書」は、奈良県（以下「県」という。）がまほろば健康パーク整備運営事業（以下「本事業」という。）の事業者の募集・選定にあたり、入札参加者を対象に交付する入札説明書等と一体のものとして提示するものである。また、要求水準書は、本事業の設計、建設、維持管理及び運営業務に関して県が要求する最低水準を示すとともに、業務内容についての理解を深め、より具体的な検討を加えるための技術資料を提供するものである。入札参加者は、本「要求水準書」の内容を十分に確認し、また、入札説明書等の公表の際に示す諸条件を遵守して提案を行うこととする。 
 ３ 事業の目的 県が管理する都市公園であるまほろば健康パーク（以下、現在供用中のまほろば健康パークを「既存公園」という。）の機能を、新たな課題に対応しつつ強化するため、隣接して未利用となっている浄化センター敷地の緩衝緑地の一部を含む１０．８ｈａを活用して、乳幼児から小・中学生までの子どもたちが、発達段階に応じて遊びや運動を楽しめる施設を中心に、すべての世代の人々が楽しく過ごせる公園を新たに整備することとした。 本事業は、民間事業者のノウハウを最大限活用するため、ＰＦＩの手法により新たな公園を整備・運営することで、既存公園の機能を強化し、利用者のニーズに応じたより質の高いサービスを提供することを目的とするものである。 

 ４ 事業の背景 
 既存公園の概要 既存公園は、大和川及び佐保川の合流点に位置する奈良県浄化センターの周辺環境向上と県民へスポーツ・憩いの場を提供することを目的に、都市公園（運動公園）として昭和４９年２月に「浄化センター公園」の名称で都市計画決定し、テニスコートやファミリープール、野球場等の施設整備を順次進め、昭和５９年４月に全面開園した。 その後、平成２０年には、奈良市内にあった県営プールの老朽化に伴い、県の新たな水泳競技の拠点を既存公園内に整備する方針となったことを受け、平成２２年から平成２６年にかけて既存施設の老朽化への対応も含め、事業手法としては県内初のＰＦＩ方式を導入した「新県営プール施設等整備運営事業（以下「現ＰＦＩ事業」という。また現ＰＦＩ事業の選定事業者を「現ＰＦＩ事業者」という。）」として民間事業者のノウハウを活用した一体的な再整備を実施した。 
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図表１－２ 既存公園の概要 施設名 まほろば健康パーク 位置づけ 都市公園（運動公園） 施設位置 大和郡山市宮堂町、磯城郡川西町大字下永 設置目的 県民にスポーツと憩いの広場を提供すること 設置年 昭和４９年２月（リニューアル後の直近開園日は平成２６年７月） 施設規模 １１.８ha(計画面積:１２.８ha) 
施設 コンセプト 

■健康増進リハビリの中核施設■健康増進リハビリの中核施設■健康増進リハビリの中核施設■健康増進リハビリの中核施設    子どもから高齢者まで、あらゆる年齢の誰もがいつでも気軽に利用できる健康増進・リハビリテーションの中核施設 ■人にやさしい施設■人にやさしい施設■人にやさしい施設■人にやさしい施設    バリアフリー等ユニバーサルデザインに配慮した、全ての人にやさしい福祉型スポーツ施設 ■県内の水泳競技の拠点施設■県内の水泳競技の拠点施設■県内の水泳競技の拠点施設■県内の水泳競技の拠点施設    全国規模の競技大会が開催できる競技場として、また、選手・指導者の育成が行える県内水泳競技振興の拠点としての施設 現在の 管理運営 方式 ＰＦＩ-ＢＴＯ方式（指定管理者制度の併用） ※事業期間：平成２３年９月～令和１１年３月（１７年６ヵ月） 
 

 本事業の必要性 既存公園の供用後において、本県における近年のスポーツ・健康増進に関する環境に関し、以下の課題が認識されてきた。  ・ 近年では危険防止等の理由から、身近な公園ではボールの使用が禁止され、校庭への立入が制限されるなど、子どもがのびのびと遊ぶことができる空間が減ってきている。また、運動する子どもとしない子どもの二極化がみられること等が課題として挙げられている。 ・ 生涯にわたってスポーツを楽しむためには、幼児期からスポーツに親しむ機会をもち、身体を動かす楽しさを体験することが大切である。   ５ 対象施設 本事業では、図表１－３に示す公園施設（以下総称して「本施設」という。）の設計、建設及び維持管理・運営を行う。  
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図表１－３ 対象施設 分類 施設 園路・広場 園路、みんなの広場、無料遊具広場、イベント広場 修景施設 植栽、花壇、その他これらに類するもの 休養施設 休憩所、ベンチ、その他これらに類するもの 遊戯施設 乳幼児用屋内遊戯施設、乳幼児用屋外遊戯施設、子どもの屋内遊戯施設、子どもの屋外遊戯施設、フィールドアスレチック 運動施設 天然芝広場、屋根付き人工芝広場 便益施設 カフェ・レストラン、駐車場・駐輪場、トイレ、時計台、水飲場、手洗場、その他これらに類するもの 管理施設 総合インフォメーション、クラブハウス、サイン、案内板、その他これらに類するもの  ６ 業務範囲 本事業の業務範囲は次のとおりである。各業務の詳細は第４以降に示す。  
 設計業務 ・ 事前調査業務 ・ 設計業務 ・ 各種申請等業務 ・ その他設計業務において必要な業務  
 建設業務 ・ 解体・撤去業務 ・ 建設工事業務 ・ 什器・備品の調達設置業務 ・ 本施設の引渡し業務 ・ 各種申請等業務 ・ その他建設業務において必要な業務  
 工事監理業務 ・ 工事監理業務 ・ その他工事監理業務において必要な業務  
 維持管理業務 ・ 建築物保守管理業務 ・ 建築設備保守管理業務 ・ 遊戯施設保守管理業務 ・ 園路・広場等保守管理業務 ・ 什器・備品保守管理業務 ・ 清掃業務 



 

（5） 

・ 植栽維持管理業務 ・ 警備業務 ・ 環境衛生管理業務 ・ 修繕業務 ・ 駐車場及び駐輪場管理業務 ・ その他維持管理において必要な業務  
 運営業務 ・ 開業準備業務 ・ 総合管理業務 ・ 遊びの支援業務 ・ イベント、プログラム運営業務 ・ カフェ・レストラン運営業務 ・ 広報業務 ・ 事業期間終了時の引継業務 ・ 自主事業 ・ その他運営業務において必要な業務 

 ７ 事業スケジュール 本事業は、図表１－４のスケジュールでの実施を予定している。  図表１－４ 事業スケジュール 設計・建設、開業準備期間 令和６年１月～令和９年１０月（予定） 供用開始 令和９年１０月（予定） 維持管理・運営期間 令和９年１０月～令和２４年３月（約１４年６ヶ月） 
 ８ 事業用地 本事業の用地（以下「事業用地」という。）は、既存公園内の軟式野球場が位置する区域を含む約２.３ｈａと、既存公園の拡張予定区域約８.５ｈａをあわせた約１０.８ｈａの区域である。（【資料１ 位置図】を参照） 既存公園の区域は、事業用地北側の近鉄橿原線に沿って南北に帯状に伸びる形状となっており、県道１０９号天理斑鳩線（以下「県道」という。）をはさんで南北に公園敷地が整備されている。 既存公園には、県道北側にファミリープール、ファミリー鉄道、南側に野球場、子ども広場、プール、テニスコート等が配置されている。駐車場は県道の両側に整備されており、そこから各施設にアクセスする形態となっている。（【資料２ 現況配置図】を参照） 事業用地の範囲は図表１－５、事業用地の概要は図表１－６のとおりである。 
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図表１－５ 事業用地 
 

 図表１－６ 事業用地の概要 区分 内容 敷地面積 ・ 約１０.８ｈａ 都市計画 

・ 市街化調整区域 ・ 都市計画施設（下水道・一部都市公園） 容積率 ・ ４００％ 建蔽率 

・ ７０％ ・ 都市公園は２％、ただし、休養施設、運動施設及び教養施設は１２％まで緩和、高い開放性を有する建築物（屋根付広場）は２２％まで緩和。 （都市公園法第４条、都市公園法施行令第６条、奈良県立都市公園条例第１条の５） 防火指定 ・ なし 日影規制 ・ なし 道路 ・ 接道：県道１０９号天理斑鳩線 土壌 

・ 土壌汚染対策法に基づき、工事着工３０日前までに県を届出者とする届出等を行う必要がある。 地質 ・ 【資料３ 地質調査結果】を参照 測量 ・ 【資料４ 現況測量結果】を参照 その他 

・ 運動施設率５０％以下（都市公園法施行令第８条の１、奈良県立都市公園条例第１条の６） ・ 大和郡山市水害ハザードマップにおいて、浸水想定区域に位置付けられている。浸水深は、０.５～３ｍ未満、３～５ｍ未満及び５～１０ｍ未満が含まれる。 
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９ 本施設の開園日・開園時間 本施設の開園日と開園時間は、図表１－７を基本としたうえで、詳細については、事業者の提案に基づき、県と協議により決定する。 提案の際、施設の適正な維持管理のための保守点検等に要する期間等を十分に考慮すること。  図表１－７ 基本とする開園日及び開園時間 区分 開園日 開園時間 クラブハウス、総合インフォメーション、有料の遊戯施設、カフェ・レストラン及び駐車場 １月５日～１２月２７日 ９時～１８時 その他 年中無休  なお、事業者の提案により、メンテナンスや安全点検のための休園日又は一部休園日を県の事前の承諾を得て設けることは可能とするが、土曜日、日曜日及び祝日は原則として対象外とする。 
 １０ 本事業の性能規定 

 設計・建設 要求水準書は、県が本事業に求める最低水準を規定するものであり、入札参加者は要求水準書で定める水準と同等又はそれ以上の提案を行うこととする。本施設の設計・建設にあたり、要求水準書において仕様が定められている項目については、当該規定を遵守しなければならい。性能を規定している事項について、規定水準以上の提案を行った場合には、県は入札公告時に示す落札者決定基準に基づき、これを審査で評価する。 
 

 維持管理及び運営 要求水準書における維持管理及び運営業務に関する要求水準は、原則としてこれらに含まれる各種業務の守るべき水準を規定するものであり、個々の業務の具体的な実施体制、作業頻度や方法の具体的仕様等については、入札参加者がその要求水準を満たすような提案を行うものとする。 
 

 創意工夫の発揮 要求水準書は、県が本事業に求める最低水準を規定するものである。入札参加者は、要求水準書に具体的な記載事項のある内容については、これを遵守して提案を行うこととし、要求水準書に具体的な記載事項のない内容については、積極的に創意工夫を発揮した提案を行うこととする。  １１ 事業の統括管理 複数の業務で構成させる本事業を確実かつ円滑に実施するとともに、利用者へ提供するサービスの質の維持・向上に向け、本事業全体の統括管理を次のとおり行うこと。 
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１） 統括管理責任者の配置 ・ 設計・建設期間から、開業準備、維持管理及び運営期間（以下「事業期間という。」にわたり、統括管理責任者を１名配置すること。 ・ 統括管理責任者は、必要に応じて各業務の業務責任者を集めた会議を開催するなど、各業務間の情報共有や業務調整を適切に行うこと。 ・ 統括管理責任者は、本事業に関連して、県や関係機関等との打合せを行った場合、決定事項を簡潔にまとめた記録簿を作成し、関係者と共有するとともに、必要に応じて県や関係機関等の主催する会議に出席し、これらと調整を行い、関係者に対して適切に情報提供すること。 ・ 統括管理責任者は、設計・建設期間において、維持管理・運営業務の内容を十分に把握し、本施設の整備内容に反映すること。 ・ 統括管理責任者は、県との適切なコミュニケーションに努めること。必要に応じて連絡・調整の窓口となる業務担当者を設置すること。 ・ 県から事業者への確認、指摘、協議等は、原則として、統括管理責任者を通じて行う。この場合、統括管理責任者への到達により事業者へ到達したものとみなす。 ・ 事業者の県への報告、協議、提案、提出、通知、打合せ等については、原則として、統括管理責任者を通じて行うこと。 
 ２） セルフモニタリングの実施 ・ 事業者は、本事業を構成する各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリングの仕組みを検討し、「セルフモニタリング計画書」として整理したうえで、県の承諾を受けること。 ・ 事業者は、「セルフモニタリング計画書」に基づき、各業務のセルフモニタリングを実施し、本事業全体の業務の質向上に努めること。 ・ 事業者は、年度ごとに１回程度、利用者に対する満足度調査等を実施し、事業者が提供するサービスに対する利用者の評価を収集・解析・自己評価を行うこと。なお、アンケートの内容は事前に県と調整するとともに、結果については速やかに県に報告すること。 ・ 事業者は、自らの経営状況について、適切なセルフモニタリングを行うこと。 ・ 事業者は、自己評価の結果について、業務ごとに「事業評価報告書」としてまとめ、対象年度の事業評価報告書を翌年度５月末までに県に報告すること。ただし、安定した施設運営や適正かつ円滑な業務執行等に影響を及ぼすおそれのあることが判明した場合は、速やかに県に報告すること。 ・ 事業者は、自己評価の結果を各業務の内容や、遊戯施設の更新計画等へ反映するなど、利用者のサービス向上につなげる仕組みを構築すること。また、自己評価の結果、事業者自ら要求水準未達のおそれがあると判断した場合、改善方策について検討し事業評価報告書に反映すること。 ・ 事業開始から５年後を目途として、本事業の内容全体を評価し、県と協議の上、必要に応じて運営業務の内容に反映すること。 
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１２ 適用法令及び基準 本事業を実施するにあたっては、関連する主な法令（施行令及び施行規則等を含む）、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、関連計画、各種基準、指針等についても適宜参考にするものとする。 関連する主な法令及び条例は次のとおりであるが、最新のものを適用することを原則とする。 以下に本事業に関する主な関連計画及び関係法令等を示す。 
 

 法令 ・ 地方自治法 ・ 社会教育法 ・ 都市計画法 ・ 都市公園法 ・ 建築基準法 ・ 消防法 ・ 建設業法 ・ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（バリアフリー新法） ・ 健康増進法 ・ スポーツ振興法 ・ 道路法 ・ 駐車場法 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ・ 労働安全衛生法 ・ 河川法 ・ 下水道法 ・ 水道法 ・ 電気事業法・電気設備に関する技術基準を定める省令 ・ 土壌汚染対策法 ・ 水質汚濁防止法 ・ 騒音規制法 ・ 振動規制法 ・ 景観法 ・ 文化財保護法 ・ 屋外広告物法 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・ 建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律 ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律 ・ その他関係法令等 
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 条例 ・ 奈良県立都市公園条例 ・ 奈良県建築基準法施行条例 ・ 奈良県生活環境保全条例 ・ 奈良県環境基本条例 ・ 奈良県景観条例 ・ 奈良県都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 ・ 奈良県公衆浴場法施行条例 ・ 奈良県食品衛生法施行条例 ・ 奈良県食品衛生法施行条例 ・ 奈良県興行場法施行条例 ・ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 ・ 奈良県風致地区条例 ・ その他、奈良県関係条例、大和郡山市関係条例、川西町関係条例 

 

 要綱・各種基準等 ・ 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂２版）〔平成２６年６月国土交通省〕 ・ 遊具の安全に関する規準〔(社)日本公園施設業協会〕 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱〔平成５年１月１２日建設省経健発第１号〕 ・ 建設副産物適正処理推進要綱〔平成５年１月１２日建設省経健発第３号〕 ・ 建築設計基準及び同解説〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕 ・ 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書〔国土交通省住宅局建築指導課〕 ・ 建築設備計画基準〔国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修〕 ・ 建築設備設計基準〔    〃    〕 ・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕 ・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）〔    〃    〕 ・ 建築工事監理指針 〔    〃    〕 ・ 電気設備工事監理指針〔    〃    〕 ・ 機械設備工事監理指針〔    〃    〕 ・ 建築工事標準詳細図〔    〃    〕 ・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）〔    〃    〕 ・ 公共建築工事積算基準〔    〃    〕 ・ 公共建築数量積算基準〔    〃    〕 ・ 公共建築設備数量積算基準〔    〃    〕 ・ 建築保全業務共通仕様書〔    〃    〕 
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・ 建築保全業務積算基準〔    〃    〕 ・ 官庁施設の総合耐震計画基準〔    〃    〕 ・ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説〔    〃    〕 ・ 官庁施設の基本的性能に関する技術基準及び同解説〔    〃    〕 ・ 構内舗装・排水設計基準〔    〃    〕 ・ 建築設備耐震設計・施工指針〔国土交通省国土技術政策総合研究所編集〕 ・ 都市公園技術標準解説書〔社団法人日本公園緑地協会〕 ・ 公園緑地マニュアル〔社団法人日本公園緑地協会〕 ・ ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの解説〔国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修〕 ・ 建築工事監理業務委託共通仕様書〔奈良県県土マネジメント部〕 ・ 建築設計業務委託共通仕様書〔    〃    〕 ・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集〔    〃    〕 ・ 土木設計業務等委託必携〔    〃    〕 ・ 土木部建築工事監督及び検査必携〔    〃    〕 ・ 土木請負工事必携〔    〃    〕 ・ 土木工事施工管理基準〔    〃    〕 ・ 土木工事共通仕様書（案）〔    〃    〕 ・ 土木工事積算基準書〔    〃    〕 ・ 土木設計業務等の電子納品運用ガイドライン（案）〔    〃    〕 ・ 土木工事の電子納品運用ガイドライン（案）〔    〃    〕 ・ 土木工事数量算出要領（案）〔    〃    〕 ・ 公園緑地工事共通仕様書〔    〃    〕 ・ 観光案内サイン整備ガイドライン（案）（奈良県〕 ・ ＪＩＳ照度基準〔一般財団法人日本規格協会〕 ・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説 ・ 危険物の規制に関する規則・政令 ・ ボイラー及び圧力容器安全規則 ・ 日本工業規格（ＪＩＳ） ・ その他関連する国土交通省、文部科学省、厚生労働省、奈良県、日本建築学会等の基準・指針等 ・  

 上位関連計画 １） 県の上位関連計画 ・ まほろば健康パーク機能強化基本構想 ・ まほろば健康パーク機能強化基本計画 ・ 奈良県景観計画 ・ 奈良県環境総合計画 ・ 奈良県広域緑地計画 ・ 奈良県植栽計画 ・ 奈良県都市計画マスタープラン 
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・ 奈良県地域防災計画 ・ 奈良県スポーツ推進計画 ・ 奈良県中央卸売市場再整備基本計画 ・ 第２期奈良県教育振興大綱 ・ 公共建築物における“奈良の木”利用推進方針 

 ２） 大和郡山市の関連上位計画 ・ 大和郡山市都市計画マスタープラン ・ 大和郡山市緑の基本計画 ・ 大和郡山市環境基本計画 ・ 大和郡山市地域防災計画 

 ３） 川西町の関連上位計画 ・川西町第３次総合計画・後期基本計画 ・川西町地域防災計画 

 １３ 環境への配慮 事業者は、業務の実施にあたっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めることとする。また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努めることとする。  １４ 新型コロナウイルス等の感染症等への配慮 新型コロナウイルス感染症に関して、県では「家庭・飲食・職場での新型コロナウイルス感染症対策」によって、県民に対策を呼びかけており、施設整備及び維持管理・運営計画の策定にあたっては、これに対応できるものとすること。 なお、新型コロナウイルスを含めた感染症等について、その感染拡大状況によっては、県より別途対応を指示することがある。 
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第２第２第２第２ 基本要件基本要件基本要件基本要件    １ 本事業の基本コンセプト・基本方針 本事業の基本コンセプト・基本方針は以下のとおりである。 事業者の創意工夫により、基本コンセプト・基本方針の実現に向けた、本施設の設計、建設、維持管理及び運営に係る提案を期待する。  基本コンセプト： みんなが憩い楽しみ、子どもが遊びや運動を通して成長する公園  基本方針： （方針１）子どもの成長段階に応じた遊び・スポーツ施設ゾーンの整備と、子どもを中心に多世代が集まり誰もが同じ場所で一緒に遊べるインクルーシブな空間の創出 ① 乳児・幼児が遊びを通して成長できる施設ゾーン ② 子どもが遊びや運動を楽しみ上達する施設ゾーン ③ 子どもが目標に向かって取り組むスポーツ施設ゾーン ④ エントランスゾーン （方針２）既存植栽を活かし、緑豊かな憩いの空間を整備 （方針３）周辺施設との連携による賑わいの創出   ３つの基本方針の考え方は次のとおりである。  （方針１）子どもの成長段階に応じた遊び・スポーツ施設ゾーンの整備と、子どもと中心に多世代が集まり誰もが同じ場所で一緒に遊べるインクルーシブな空間の創出  近年の社会状況や県における子どもの運動能力の現状を踏まえ、子どもや幼児向けのスポーツ（運動・遊び）施設の機能を強化し、子どもの運動機会の創出や体力向上につなげる。 導入する機能は、子どもの年齢（乳児期：０歳～１歳６ヵ月頃、幼児期：２～５歳頃、児童期：６～１２歳頃）において、運動能力が大きく異なることを踏まえ、子どもの発達段階に応じたものとする。 また、子どもだけでなく、その親を含めた多様な年齢層の世代や障害の有無に関わらず、全ての人が一緒に遊び、楽しめる空間として整備・運営を行う。加えて、親子での利用や団体での利用など様々な利用人数を想定し、子どもが自由にゆとりを持って遊べる空間を創出する。 これらの実現に向け、本施設は、次の①～④のゾーンを利用動線上に配置し、公園機能を充実させることにより、公園の多様な利用を促し、来園者の活動時間の拡大を図る。  
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① 乳児・幼児が遊びを通して成長できる施設ゾーン（対象年齢：６ヵ月～５歳） １歳前後の幼児は、歩行が可能になる段階であり、走る・跳ねるといった運動よりも、自然の素材などに触れ合い、その質感や温度などの違いを感じるような遊びが求められる。また、自由に絵を描いたり、粘土で工作したりする表現あそびなどを通して、創造力や好奇心を刺激することも重要である。 そこで、自然の素材などを使って遊ぶことのできる屋外施設や広場、知育の視点を取り入れたワークショップ等の活動を通して創造力を養うことができる屋内・屋外施設の配置を行う。 （整備の方向性） ・ 安全・安心な遊具や玩具を使った遊び、水・砂・音・風・太陽の光などの自然に触れる遊びを取り入れ、子どもが様々な遊びを通して体を動かす楽しさを経験できる場とする。 ・ 子どもの想像力・生きる力・コミュニケーション力を育み成長段階に応じた経験ができる遊びの場とする。 ・ 親子が安心して過ごすことができる場とする。 ・ 子どもたちがいきいきと遊べるような環境をつくったり、遊びを引き出したりする遊びの指導員（以下「プレイリーダー」という。）を配置する。 ・ 天候に左右されないエリア（屋内）と自然的環境を活かしたエリア（屋外）を組み合わせる。  ② 子どもが遊びや運動を楽しみ上達する施設ゾーン（対象年齢：３～１０歳） ３歳ごろの未就学児や小学校低学年ごろの子どもは、遊びや運動を通して動きを洗練化させていく段階であり、より多彩な動きが求められる。また、運動やスポーツの楽しさや魅力を感じられるようにすることも重要である。 そこで、普段着でも気軽に身体を動かして楽しむことができる、遊具、池、跳躍系遊具、アスレチックなどの施設を配置する。 （整備の方向性） ・ 安全・安心な遊具を使った遊び、専用エリアでのスポーツ遊び、自然的な環境の中でのアスレチックなどを取り入れ、子どもが様々な遊びに挑戦して楽しさを経験できる場とする。 ・ 子どもたちが遊びのルールを学び、仲間と楽しむ力を育み、発達段階に応じた遊び・運動ができる場とする。 ・ 子どもたちがいきいきと遊べるような環境をつくったり、遊びを引き出したりするプレイリーダーを配置する。 ・ 子どもの多様な体の動きを引き出し、運動技能の成長に応じてより高度な運動へと導くことができる場とする。 ・ 天候に左右されないエリア（屋内）と自然的環境を活かしたエリア（屋外）を組み合わせる。  ③ 子どもが目標に向かって取り組むスポーツ施設ゾーン（対象年齢：８～１５歳） 基礎的な運動能力が身についている子どもについては、本格的な競技スポーツ
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に取り組む前段階の、楽しみながら様々な運動能力を養うことができる運動・スポーツができる施設が求められる。 そこで、子ども向けのスポーツ施設を配置する。 （整備の方向性） ・ 学校教育の「体育」と地域の「スポーツクラブ」の間にある「運動スクール」として、体育の苦手意識の克服や運動技能の上達、競技スポーツへの挑戦に導く場とする。 ＜運動スクール時＞ ・ 子どもたちがスポーツに関心を持ち、自らの目標に向かって取り組む姿勢を育み、遊びの要素を取り入れた運動ができる場とする。 ・ プレイリーダーがサポートしながら年齢・能力・関心に応じたプログラムを実施する。 ＜一般利用時＞ ・ 雨天時、夜間でも練習ができる環境を整える。 ・ プログラム未使用時には、一般利用者に対して貸し出すことで高い利用率を維持する。 
 ④ エントランスゾーン ひとり、仲間、家族での余暇活動や校外学習など様々な利用形態を想定し、休憩施設、便益施設を配置する。 （整備の方向性） ・ 既存公園の利用者も含め、来園者の交流や休息、イベント会場として活用できる場とする。 ・ 来園者に対するカフェ・レストラン等の飲食機能の提供や、公園全体や周辺の情報を提供するサービス施設を整備する。  （方針２）既存植栽を活かし、緑豊かな憩いの空間を整備 

 事業用地は、既存の樹木が大きく生育し、自由広場を中心に良好な自然環境を有しており、整備にあたっては、これを最大限活かし、憩える木陰のあるスペースや屋根付き広場の整備を行うほか、利用者がエントランスゾーンから、わくわくしながら各ゾーンに向かえるようにするなど、全体の施設配置を工夫すること。 また、事業用地周辺には、来園者が憩えるカフェやレストランなどの飲食スペースが少ない状況にある。そこで、既存公園を含むまほろば健康パーク全体で平日利用の促進を行うとともに、平日の午前中や昼間等の利用が想定される子育て世代等が利用しやすいキッズスペースの完備や、ベビーカー等が通りやすい通路幅を確保した飲食施設の導入を行う。また、授乳室やオムツ替えスペースなどの、乳幼児を連れた家族が安心して公園利用ができる設備を適切に配置する。  （方針３）周辺施設との連携による賑わいの創出 
 既存公園の現ＰＦＩ事業者との連携により、既存公園を含めた、まほろば健康パーク
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全体のにぎわいや利便性の向上につなげる。 また、今後整備が予定されている「大和平野中央プロジェクト」「中央卸売市場」や、既に整備した「なら歴史芸術文化村」とも、イベントや広報等において連携し、相互利用を促進することにより地域の活性化に貢献する。  ２ 基本コンセプト・基本方針の実現に向け特に重視する要件 基本コンセプト・基本方針の実現に向けて、事業者に期待すること及び主な要件は次のとおりである。 
 

 子どもが夢中に遊び、新たな遊びを引き出す環境づくり（プレイリーダーの配置） 本事業は、子どもを主体とした遊びや運動の空間整備を目指すものである。 その実現のためには、施設整備だけでなく、子どもの遊びや運動を促し、子どもがいきいきと遊べるような環境の提供や、多種多様なプログラムを提供など、運用面の対応も必要である。 そこで本事業では、子どもが夢中に遊び、新たな遊びを引き出す環境づくりを目的として、主要な遊戯施設（具体的にはＰ２６の図表３−１を参照）にプレイリーダーを配置する。 プレイリーダーの配置に係る基本要件及び配置人数の考え方は次のとおりであるが、詳細については、事業者の創意工夫による最適な配置・運用を期待する。  １） 基本要件 ・ 各ゾーンにおいて、子どもの好奇心を喚起し、子どもたちがいきいきと遊べるような環境や遊びを引き出す環境を創出すること。 ・ プレイリーダーは、遊具等を利用しながら、子どもの成長段階に応じた運動経験ができるよう指導を行うこと。  ２） プレイリーダーに求める要件 ・ 常勤のプレイリーダーは、遊具が設置されている子どもの遊びの支援を目的とした有料の施設において、プレイリーダーの経験（子どもたちの遊びを自ら補助、指導をした経験）を２年以上有するとともに、プレイリーダーの養成に係る研修（自社、他社等を問わない）を修了した者を配置すること。 ・ 常勤以外のプレイリーダーは、プレイリーダーの養成に係る研修（自社、他社等を問わない）を修了した者を配置すること。  ３） プレイリーダー配置人数 ・ 子ども遊びゾーンの屋内遊戯施設及び屋外遊戯施設には、当該施設に配置される他のプレイリーダーを統括する者として、常勤のプレイリーダー（統括）を１名ずつ配置すること。 ・ 乳幼児用屋内・屋外遊戯施設、フィールドアスレチック及び天然芝広場には、常勤のプレイリーダーを配置すること。その他、施設の利用状況に応じ、非常勤のプレイリーダーを適宜配置すること。 
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・ 常時の配置を必須とする施設は、乳幼児用屋内・屋外遊戯施設、子ども遊びゾーンの屋内・屋外遊戯施設、フィールドアスレチック及び天然芝広場とする。 ・ 常勤以外の配置人数については、図表２－１の配置人数（目安）を想定するが、具体な人数については、事業者の提案に委ねる。 
 図表２－１ プレイリーダーの配置人数 ゾーン 施設名 区分 配置人数 乳児・幼児が遊びを通して成長できる施設ゾーン 乳幼児用屋内・ 屋外遊戯施設 常勤  子ども５人程度に対し１人（必須） 非常勤  常勤人数の半数程度 

子どもが遊びや運動を楽しみ上達する施設ゾーン 
屋内遊戯施設  統括（常勤）  １人（必須） 常勤  各施設に１人（必須） 非常勤  各施設に１人程度 
屋外遊戯施設 統括（常勤）  １人（必須） 常勤  アクティビティ毎に１人（必須） 非常勤  アクティビティ毎に各１人程度 フィールドアスレチック 常勤  アドベンチャーコースは２人（必須） 

 キッズコースは１人（必須） 非常勤  アドベンチャーコースは２人程度 
 キッズコースは子ども１０人程度に対し１人 子どもが目標に向かって取り組むスポーツ施設ゾーン 天然芝広場 常勤  １プログラムに２人（必須） 非常勤  常勤の補助として１人程度 屋根付き人工芝広場 非常勤  １プログラムに２人程度  

 利用者ニーズの変化等に対応した遊戯施設等の適宜更新 本事業の維持管理・運営期間は約１５年の長期となる。 この間には、公園施設の経年劣化だけでなく、利用者ニーズの変化も想定される。特に遊具については、近年さまざまな製品が開発されており、維持管理・運営期間中には、更新・入れ替えが望まれることも想定される。 そこで、本事業では、一部の施設（有料の遊戯施設等）について、維持管理・運営期間にわたり、事業者が施設の所有権を有するＢＯＯ方式を採用するとともに、設置費についても県のサービス対価の対象とはせず、事業者が民間資金を活用して設置を行
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い、利用料金収入で回収する形態とする。この形態の採用により、民間の資金と経営能力・ノウハウを活用し、当該遊戯施設等を適切な時期に適宜更新し、既存公園も含めた全体のにぎわいや利便性の向上・継続につなげることを期待する。更新は、事業期間中に当該遊戯施設等の一部または全部で実施することを想定しているが、更新の頻度及び時期も含め、詳細は事業者の提案にゆだねるものとする。 ＢＯＯ方式を採用する施設は図表２－２のとおりである。ＢＯＯ方式の対象は、事業期間にわたり良好な状態を保持した状態で、事業期間終了時には原則として事業者の責任及び費用負担により原状回復を行うものとするが、県との協議の上で残置を認める場合がある。 その他の施設については、事業者が施設を整備した後、所有権を県へ移転するＢＴＯ方式を採用する。  図表２－２ ＢＯＯ方式の対象 施設名・区分 備考 乳幼児用屋内遊戯施設 内装、什器、備品等） 建築物・設備はＢＴＯ方式 遊具 乳幼児用屋外遊戯施設 全て  子どもの屋内遊戯施設 内装、什器、備品等 建築物・設備はＢＴＯ方式 遊具 子どもの屋外遊戯施設 全て  フィールドアスレチック 全て  カフェ・レストラン 内装、什器、備品等 建築物・設備はＢＴＯ方式  
 インクルーシブな空間の創出 本事業においては、インクルーシブな遊具を設置するだけでなく、運営の工夫等により、障害のあるなしにかかわらず、全ての子どもたちが、いきいきと、夢中に、様々な友達と一緒に遊び、学べるインクルーシブな空間が創出されることを目指す。 さらに、多様な子どもたちの遊びを介して、その親や地域住民の交流が広がり、遊戯施設だけでなく、公園全体がインクルーシブな空間となることも期待する。  
 廉価な利用料金の設定 
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本施設では、都市公園が提供するサービスとして入園は無料とする。一方で、一部の施設については、受益者負担の観点から有料を原則とする。 有料施設の利用料金は、事業者の提案とするが、県の承認を得るものとし、本施設の供用開始までに県が奈良県都市公園条例及び同条例施行規則にその上限額を定める。 ただし、本施設は、子どもたちの利用を促し、子どもの運動機会の創出や体力向上の継続につなげる観点から、子どもたちが利用しやすい廉価な利用料金の設定を求めるものである。 現時点では、県が考える利用料金の上限は図表２－３を目安とし、上限の範囲内で事業者の創意工夫による廉価な料金設定を行うこと。また、１日遊び放題の料金、シーズン通しての料金の設定等の料金体系の提案も可能とすることから、子どもたちが継続して利用しやすい提案を期待する。  図表２－３ 利用料金（上限の目安） 施設名 利用料金（上限の目安） ①乳幼児用屋内・屋外遊戯施設 乳幼児：４００円/人・回、保護者等：３００円/人・回、親子：７００円/回 １組・１回あたり２時間程度 ②屋内遊戯施設 １,０００円/人・日 ※②、③を合わせて１日あたり１,０００円で利用可能とする。加えて、お試し利用や単体の遊具の利用等に配慮し、３００円／回の利用も可能になるような料金体系を設けること。 ③屋外遊戯施設 ④フィールドアスレチック キッズコース ３００円/回 アドベンチャーコース ５００円/回 ⑤天然芝広場 サッカー、ラグビー教室 ３００円/人・回 アウトドア体験 （キャンプ利用） ３,０００円/組・泊 一般利用 ２,０００円/日 ⑥屋根付き人工芝広場 運動プログラム・イベント 【平日】５００円/人・回 【休日】１,０００円/人・回 ※運動プログラム・イベントの内容に合わせ、利用料金の上限値を高くすることも可能とする。 フットサルコート 【平日】３,３００円/面・時間 【休日】５,５００円/面・時間 ⑦クラブハウス シャワー室 ３００円/回  
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３ 使用料に関する要件 事業者は、以下に示す一部の施設については、奈良県立都市公園条例及び奈良県立都市公園条例施行規則（以下「公園条例等」という。）に基づき、県に対して対象施設の設置、管理に係る使用料を支払うこと。 
 対象施設 １） 有料の遊戯施設等 ＢＯＯ方式の対象となる施設（図表２－２参照）は、屋外施設は都市公園法の設置許可、屋内施設は都市公園法の管理許可により実施する。 

 ２） カフェ・レストラン 県が所有する施設を用いて、事業者の独立採算の形態で実施するカフェ・レストランは、都市公園法の管理許可により実施する。 
 ３） 自主提案施設 自主事業を実施するために事業者が任意で整備する自主提案施設は、屋外施設は都市公園法の設置許可、屋内施設は都市公園法の管理許可により実施する。 

 

 

 使用料 使用料は図表２－４のとおりとする。 
 図表２－４ 使用料 区分 許可 使用料（月額） ＢＯＯ方式の対象となる一部の遊戯施設 屋外施設 ・乳幼児用屋外遊戯施設 ・子どもの屋外遊戯施設 ・フィールドアスレチック 設置許可 １４６円/㎡  屋外施設以外の建物使用料については、選定事業者が設置する建物の価格及び建築面積等が想定できないため、具体な使用料の公表は行わないものとし、落札者の決定後に県が定める。 使用料を徴収する施設の要件を整理すると図表２－５のとおりとなる。 
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表２－５ 使用料を徴収する施設の要件 エリア ゾーン 有料 施設名・区分 所有権※ 都市公園法の許可 使用料の徴収 
遊び場・スポ�ツエリア 

乳幼児ゾーン 〇 乳幼児用屋内遊戯施設 建築物 県 管理許可 あり 遊具・備品等 事業者 〇 乳幼児用屋外遊戯施設 事業者 設置許可 あり 
子ども遊びゾーン 

 無料遊具広場 県   

 イベント広場 県   〇 子どもの屋内遊戯施設 建築物 県 管理許可 あり 遊具・備品等 事業者 〇 子どもの屋外遊戯施設 事業者 設置許可 あり 〇 フィールドアスレチック 事業者 設置許可 あり 子どもスポーツゾーン  天然芝広場 県   〇 屋根付き人工芝広場 県   

 クラブハウス 建築物 県   什器・備品 県   エントランスエリア エントランスゾーン  
総合インフォメーション 建築物 県   什器・備品 県   

 みんなの広場 県   〇 カフェ・レストラン 建築物・設備（一次側） 県 管理許可 あり その他の備品等 事業者 自主事業 〇 事業者の提案による 事業者 設置許可 あり 共通  上記以外 県   ※ＢＴＯ方式にかかるものは県所有、ＢＯＯ方式にかかるものは事業者が所有 
  



 

（22） 

４ 事業用地の利用に関する要件 事業用地には、軟式野球場、雨水貯留池、下水汚泥仮置場等の既存施設が存在する。これらは、次の要件に基づき、解体・撤去等を行うこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表２－６ 主な既存施設 

 

 既存施設の解体撤去 １） 軟式野球場 事業用地内にある軟式野球場の解体・撤去を行うこと。 解体・撤去の時期は、入札説明書等において示す。 
 ２） ポンプ施設等の一部存置 事業用地の一部は、豪雨時には一定量の水を貯留する機能を有している。洪水時には、周辺の水路から集められた雨水は、事業用地南東角にあるポンプ施設により、雨水貯留池に向けて送水・貯留され、事業用地南側を通過する嘉幡水路を経由して、大和川へと放流される。 上記の機能については、本事業の実施にさきがけて県が事業用地外に移転する予定である。既存の雨水貯留池は使用しないため、存置する必要はないが、ポンプ施設等は継続して利用することから現状のまま存置すること。 なお、事業用地内の雨水は、上記の雨水貯留機能の対象外であることから、本事業の実施に伴い、「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」及び関連法令等に基づき必要となる雨水貯留施設については、本事業において、事業用地内に別途整備をすること。 また、県による機能移転の計画は、【資料５ 雨水調整池等予備設計資料】を参照すること。    
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３） その他の既存施設 事業用地内に存在するその他の既存施設については、外構舗装（埋設物、路盤含む。）も含め、全て解体・撤去すること。 解体・撤去の時期は、事業者の提案による。 
 

 汚泥埋設地における施設整備の制限 事業用地南側の一部には、過去に浄化センターより処理された下水汚泥が埋設の状態で存置されており、平成３０年度の地質調査において、土壌溶出量試験を行ったところ、基準値を超過した汚染物質が検出されている。  県では当該物質について、拡散しないよう埋設された状態を維持することで安全が担保されると判断しているため、埋設範囲は掘削を行わないこと。 また、本事業の実施にあたり、事業者は、土壌汚染対策法に基づく手続きが必要となる。詳細については、別途県の指示に従うこと。  なお、現在、これとは別に盛土として仮置きしている下水汚泥が存在するが、これについては、県により令和６年３月までに撤去する予定である。 埋設汚泥の範囲は【資料６ 汚泥埋設地の範囲】を参照のこと。  
 既存樹木の活用 既存樹木については、整備に支障のない範囲で可能な限り活用し、緑豊かな憩いの空間整備を図ること。生育不良や著しく樹形が乱れている樹木等は、植え替えなどを行い、良好な緑地空間とすること。 

 

 インフラの整備 事業用地のインフラは、図表２－７の内容に留意して整備すること。 インフラの現況については、【資料７ インフラ現況図（給水、排水、電気、通信、ガス）】を参照すること。 なお、インフラの状況や整備要件については、事業者にて調査を行い、計画へ反映すること。  
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図表２－７ インフラ整備の留意事項 項目 留意事項 都市ガス ・ 敷地付近には本管なし。 上水道 

・ 既存公園と事業用地への現在の給水は別系統である。既存公園へは、隣接する東側道路の水道本管から取水して既存公園内の散水栓や各公園施設に給水している。 ・ 自由広場を中心とする事業用地内のトイレなどへは、事業用地内西側の浄化センターから各施設に給水している。 下水道 

汚水 

・ 事業用地内の汚水は、県道１０９号天理斑鳩線沿いの天理北幹線（１６５０ｍｍ）へ放流されている。 雨水 

・ 事業用地内の北側半分程度と軟式野球場の雨水は事業用地北側の水路に、事業用地の南側半分程度は上記（２）の雨水調整施設に排水し、ポンプにより嘉幡水路を経由して、大和川に放流している。 ・ 既存公園区域内の排水は、敷地東側の「嘉幡水路」に排水している。 電気 

・ 事業用地には、西側の浄化センターから配電されている。既存公園には、沿道の電柱から給電されて、各施設に供給されている。 井水 

・ 井戸水は、事業用地、既存公園の区域内の散水栓として、自由広場、野球場を中心に配管されている。 調整池 ・ 大和川総合治水の開発許可に必要な調整池を要件に基づき設置すること。 

 

 その他 １） 防災ヘリコプター及びドクターヘリの臨時離着陸場 事業用地内の自由広場は、大和郡山市地域防災計画（Ｈ２７.６）において、消防防災ヘリコプター等の飛行場外離着陸場に指定されている。また、県の地域医療連携課がドクターヘリの臨時場外離着陸場の使用許諾を流域下水道センターから自由広場内直径１４０ｍの範囲で得ている。 そのため、現在はドクターヘリが自由広場を使用することがあるが、今後、運用の見直しを行う予定であることから、本事業においては考慮する必要はない。 
 ２） ファミリープールの臨時駐車場 事業用地北側に位置するファミリープールは、夏季限定の営業であるが、ピーク時は既設の駐車場が満車となることから、現在は事業用地の一部を臨時駐車場として２００台程度設置している。本事業の開始後も、夏場は同様の混雑具合が予想されることから、本事業の設計・建設期間中においては、同規模の臨時駐車場を事業用地内に確保すること。臨時駐車場の位置や運用方法等については、県及び現ＰＦＩ事業者と調整を行うこと。 現在の臨時駐車場の位置は、【資料８ ファミリープールの臨時駐車場の位置図】を参照すること。 
 

     


